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(57)【要約】
【課題】　断層画像から得られる情報をもとに診断のヒ
ントとなる情報を提供し、ユーザに医学的知識が無い、
または、不足している場合であっても診断を円滑に進め
られるよう、支援する画像診断支援システムを提供する
。
【解決手段】　医用画像撮影装置３０において撮影され
た断層画像の画像処理を行う画像診断支援装置１０にお
いて、ＰＡＣＳ４０に第一の断層画像が保存されたこと
を起因として、画像処理制御部１１により画像処理が開
始される。画像レジストレーション部１２は、画像処理
の１つとして、脳の画像領域をセグメンテーションした
上で、第一の断層画像と事前に保存されている第二の断
層画像とを一致するように変形させる。この結果を用い
て、解析処理部１３により、類似症例の検索等が行われ
る。表示制御部１４は解析処理部１３により得られた類
似症例の情報を表示部に表示させる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の脳を含む領域を撮影することにより得られる三次元画像に基づいて、脳の複数
の解剖学的領域に対応する、前記三次元画像の複数の画像領域を特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて症
例データベースに含まれる症例情報を検索する検索手段と、
　前記検索手段により検索された症例情報を表示部に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする診断支援装置。
【請求項２】
　前記特定手段は、前記三次元画像に含まれる脳の領域における、第一の解剖学的領域に
対応する第一の画像領域と、該第一の解剖学的領域を含まない第二の解剖学的領域に対応
する第二の画像領域と、を特定する請求項１に記載の画像診断支援装置。
【請求項３】
　前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報を取得する取
得手段をさらに有することを特徴とする請求項１または２に記載の診断支援装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々の体積と、所定
の体積との比を示す値を取得し、
　前記検索手段は、前記取得手段により取得された比を示す値を前記複数の画像領域の夫
々の大きさを示す情報として検索に用いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の診断支援装置。
【請求項５】
　前記取得手段はさらに、前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々の、画素
値の統計値、形状を示す値、の少なくともいずれかを取得することを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の診断支援装置。
【請求項６】
　前記検索手段は、前記取得手段により取得される、前記画素値の統計値又は形状を示す
値の少なくともいずれかに基づいて前記症例データベースに含まれる症例を検索すること
を特徴とする請求項５に記載の診断支援装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づく評価値が
高い症例情報から順に表示部に表示させることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１
項に記載の診断支援装置。
【請求項８】
　前記症例データベースに含まれる複数の症例情報のそれぞれには、被検者の情報と、該
被検者の脳の複数の解剖学的領域のそれぞれについての特性情報と、当該脳についての医
師による診断名または所感の情報とを含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１
項に記載の診断支援装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記検索手段により検索された症例情報に含まれる前記診断名ま
たは所感の情報の少なくともいずれかを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項
８に記載の診断支援装置。
【請求項１０】
　前記検索手段は、前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々についての特性
情報と、前記被検者の医療情報とに基づいて前記症例データベースから症例情報を検索す
ることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の診断支援装置。
【請求項１１】
　前記被検者の医療情報を、電子カルテ情報を管理する装置から取得する取得手段をさら
に有することを特徴とする請求項１０に記載の診断支援装置。
【請求項１２】
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　前記検索手段は、前記被検者の医療情報として、記憶障害の５段階強度、失語障害の５
段階強度、判断力テストの点数、アミロイドβの蓄積度、頭頂葉の血流低下度、後部帯状
回の血流低下度の少なくともいずれかに基づいて前記症例データベースから症例情報を検
索することを特徴とする請求項１０または１１に記載の診断支援装置。
【請求項１３】
　前記症例データベースに含まれる複数の症例情報のそれぞれには、被検者の情報と、該
被検者の脳の複数の解剖学的領域のそれぞれについての特性情報と、当該脳についての医
師による診断名または所感の情報と、該被検者の医療情報とを含むことを特徴とする請求
項１乃至１２のいずれか１項に記載の診断支援装置。
【請求項１４】
　前記特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて、当該被検者の脳
の年齢を示す情報を推定する推定手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至１３
のいずれか１項に記載の診断支援装置。
【請求項１５】
　被検者の脳を含む領域を撮影することにより得られる三次元画像に基づいて、脳の複数
の解剖学的領域に対応する、前記三次元画像の複数の画像領域を特定する特定手段と、
　前記特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて、当該被検者の脳
の年齢を示す情報を推定する推定手段と、
　前記推定手段により推定された前記年齢を示す情報を出力する出力手段と、
　を有することを特徴とする診断支援装置。
【請求項１６】
　被検者の脳を含む領域を撮影することにより得られる三次元画像に基づいて、脳の複数
の解剖学的領域に対応する、前記三次元画像の複数の画像領域を特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて症
例データベースに含まれる症例情報を検索する検索手段と、
　前記検索手段により検索された症例情報を表示部に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする診断支援システム。
【請求項１７】
　被検者の脳を含む領域を撮影することにより得られる三次元画像に基づいて、脳の複数
の解剖学的領域に対応する、前記三次元画像の複数の画像領域を特定する特定手段と、
　前記特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて、当該被検者の脳
の年齢を示す情報を推定する推定手段と、
　前記推定手段により推定された前記年齢を示す情報を出力する出力手段と、
　を有することを特徴とする診断支援システム。
【請求項１８】
　被検者の脳を含む領域を撮影することにより得られる三次元画像に基づいて、脳の複数
の解剖学的領域に対応する、前記三次元画像の複数の画像領域を特定するステップと、
　前記特定手段により特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて症
例データベースに含まれる症例情報を検索するステップと、
　前記検索手段により検索された症例情報を表示部に表示させるステップと、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１９】
　被検者の脳を含む領域を撮影することにより得られる三次元画像に基づいて、脳の複数
の解剖学的領域に対応する、前記三次元画像の複数の画像領域を特定するステップと、
　前記特定された複数の画像領域の夫々の大きさを示す情報に基づいて、当該被検者の脳
の年齢を示す情報を推定するステップと、
　前記推定手段により推定された前記年齢を示す情報を出力するステップと、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２０】
　請求項１８または１９に記載の情報処理方法をコンピュータに実行させるためのプログ
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ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書の開示は、脳の診断支援装置、診断支援システム、情報処理方法、及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＴ装置やＭＲＩ装置等の撮影装置により被検者を撮影して得られる画像を利用して、
画像において解剖学的領域に対応する画像領域を特定した上で、当該解剖学的領域の特性
情報を得る処理が行われている。非特許文献１では、脳を撮影したＭＲＩ画像から海馬傍
回の委縮度を測定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】早期アルツハイマー型痴呆診断支援システム（ＶＳＲＡＤ）における水
平断画像の有用性　日本放射線技術学会雑誌　Ｖｏｌ．６２，　Ｎｏ．９，　ｐｐ．１３
３９－１３４４，　２００６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、脳には海馬傍回以外の種々の解剖学的領域が存在しており、これらの解
剖学的領域の夫々を総合的に考慮して、どのような異常が生じているかを確認することや
、診断の参考となる情報を提示することができなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで本発明の実施形態に係る診断支援装置は、被検者の脳を含む領域を撮影すること
により得られる三次元画像に基づいて、脳の複数の解剖学的領域に対応する、前記３次元
画像の複数の領域を特定する特定手段と、前記特定手段により特定された複数の領域の夫
々の大きさを示す情報に基づいて症例データベースに含まれる症例情報を検索する検索手
段と、前記検索手段により検索された症例情報を表示部に表示させる表示制御手段と、を
有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　これにより、脳を撮影した画像を用いて、脳の複数の解剖学的領域の夫々についての異
常を確認し、診断するための参考情報を提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係る画像診断支援システムを説明するためのブロック図である。
【図２】実施形態に係る二次元画像のレジストレーションを説明するための図である。
【図３】実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するためのブロック図である
。
【図４】実施形態に係る年齢推定式を説明するための図である。
【図５】実施形態に係る画像診断支援システムを説明するためのフロー図である。
【図６】第二の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するためのブロック図
である。
【図７】第二の実施形態に係る画像診断支援システムを説明するためのフロー図である。
【図８】第三の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するためのブロック図
である。
【図９】第三の実施形態に係る画像診断支援システムを説明するためのフロー図である。
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【図１０】第四の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するためのブロック
図である。
【図１１】第四の実施形態に係る画像診断支援システムを説明するためのフロー図である
。
【図１２】第四の実施形態に係る画像診断支援システムの表示部に表示される表示内容を
説明するための図である。
【図１３】実施形態に係る画像診断支援装置または画像処理装置のハードウェア構成を示
す図である
【図１４】第八の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を示す図である。
【図１５】第八の実施形態に係る断層面画像表示を示す図である。を示す図である
【図１６】第八の実施形態に係る断層面画像表示を示す図である。
【図１７】第八の実施形態に係る断層画像三次元表示を示す図である。実施形態に係る画
像診断支援装置または画像処理装置のハードウェア構成を示す図である
【図１８】第八の実施形態に係る脳疾患疑い程度表示を示す図である。
【図１９】第八の実施形態に係る体積比表示を示す図である。を示す図である
【図２０】第八の実施形態に係る解析結果表示を示す図である。
【図２１】第九の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を示す図である。
【図２２】解析レポートの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　実施形態の１つに係る画像診断支援システムは、画像診断支援装置１０と、ネットワー
ク２０と、少なくとも１つの医用画像撮影装置３０と、ＰＡＣＳ４０とを含む。画像診断
支援装置１０は、例えば後述する画像処理装置５０と、表示装置６０を含む機能を有して
いる。なおこの例に限らず、画像診断支援装置は表示装置６０の機能を有しない画像処理
装置５０自体をも含む概念である。
【０００９】
　まず、本発明の実施形態の説明に必要な用語について説明する。
【００１０】
　第一の実施形態におけるネットワーク２０とは、各装置を接続する回線のことであり、
例えば、専用回線、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）や無線ＬＡＮ、インターネッ
ト回線などである。
【００１１】
　実施形態における医用画像撮影装置３０とは、診断に用いられる画像を撮影するための
装置であり、被検者の脳を含む領域を撮影する撮影装置である。具体例としては、磁気共
鳴イメージング（ＭＲＩ）撮影装置、Ｘ線コンピュータ断層（ＣＴ）撮影装置、ポジトロ
ン断層（ＰＥＴ）撮影装置等が挙げられる。
【００１２】
　実施形態における画像処理装置５０とは、画像診断支援装置１０のうち表示部の機能を
含まないものであり、構成は画像診断支援装置と重複する。以下に説明する各種手続きが
動作するようにプログラムされたソフトウェアが実装してあり、必要に応じてプログラム
が動作したり、データを保存したりする。
【００１３】
　実施形態におけるＰＡＣＳ４０とは、画像保存通信システムのことであり、医用画像撮
影装置によって撮影された画像を受信して保存したり、接続された装置の要求に応じて画
像を送信したりする装置である。また、受信した画像とともに、その画像に関連付けられ
た各種データも保存可能なデータベースを備える。
【００１４】
　実施形態における表示装置６０は、表示部である画面と、操作部であるタッチパネル、
マウスやキーボードを備え、以下に説明する各種手続きが動作するようにプログラムされ
たソフトウェアが実装してあり、必要に応じてプログラムが動作したり、データを保存し
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たりする。具体的には、例えば、パーソナルコンピュータが表示装置にあたる。
【００１５】
　実施形態における断層画像とは、各種医用画像撮影装置３０によって各種パラメータ設
定にて取得された、診断に用いられる画像である。具体例としては、磁気共鳴イメージン
グ（ＭＲＩ）撮影装置において取得されたＭＲ画像、Ｘ線コンピュータ断層（ＣＴ）撮影
装置によって取得されたＣＴ画像、ポジトロン断層（ＰＥＴ）撮影装置によって取得され
たＰＥＴ画像等が挙げられる。なお、ＭＲ画像にはいくつかの異なる撮影方法があり、そ
れらによって、Ｔ１強調画像、Ｔ２強調画像、拡散強調画像等、異なる特徴を持った断層
画像を得ることができる。断層画像は１つ以上の二次元画像である断層面画像で構成され
ており、異なる撮影位置の断層面画像を積層することで、三次元的に人体等の撮影対象を
表現している。通常、医師が断層画像を観察して患者の異常の有無を診断する際には、断
層画像を構成する断層面画像群を表示する装置を用いて、表示する断層面画像を１つ１つ
切り替えながら異常を探す。なお、前述したように、断層像は二次元画像である断層面画
像を積層し、三次元的に撮影対象を表現しているため、三次元の直交座標系によって、任
意の画素の座標を特定することが可能である。具体的には、断層像を構成するＺ番目の断
層面画像の、横方向Ｘ番目、縦方向Ｙ番目の画素というふうにして画素を特定できる。そ
のため、医師がある病変を発見したときには、座標（Ｘ、Ｙ、Ｚ）に病変がある、という
ふうに記録することができる。また、画素が座標で特定できることを応用して、例えば、
これらの座標群に対応する画素群は大脳領域であるというふうに、領域を複数の座標群で
特定することもできる。
【００１６】
　実施形態における領域定義画像とは、ある元となる断層画像と同じ画像サイズの断層画
像であり、各画素には別途定義された領域種別を表わす数値が設定されている画像である
。具体的には、領域定義画像は、前記元となる断層画像を構成する断層面画像と同じ数の
断層面画像で構成され、さらに、それらの断層面画の１つ１つは、それぞれ、前記元とな
る断層画像を構成する断層面画像の１つ１つと同じ数の画素で構成されている。また、領
域定義画像は、領域種別を表わす数値として、例えば、骨領域を１、大脳領域を２として
定義されている場合、第一の座標群の示す画素群が前記元となる断層画像において骨領域
である場合には、領域定義画像における第一の座標群の示す画素群の画素値に１が設定さ
れており、同様に、第二の座標群の示す画素群が前記元となる断層画像において大脳領域
である場合には、領域定義画像における第二の座標群の示す画素群の画素値に２が設定さ
れているような断層画像である。つまり、前記元となる断層画像の画素群と領域定義画像
の画素群との位置関係が、座標を介して対応しており、例えば領域定義画像の１の画素値
を持つ画素群の座標群を知ることができれば、前記元となる断層画像における骨領域の座
標を知ることができる。また、頭部であれば２００以上の解剖学的な領域が定義されてい
るため、本発明においては、その解剖学的な領域の定義に従って、２００種類以上の画素
値群で構成された領域定義画像を作成し、細かな領域の特定を可能としている。
【００１７】
　実施形態における画像特徴量とは、当該画像に関する特徴を表す属性、指標、数値等で
ある。具体的には、解剖学、構造、機能（例えば、視覚野、聴覚野等）、その他の基準等
により、当該画像において特定され得る撮影領域（撮影部位）、画像パラメータ、物理量
、二次元および三次元の領域等である。例えば、領域として、頭部の場合では、皮膚、骨
、脳室、血管、脳溝、大脳、小脳等がある。なお、頭部は医学教科書等で２００以上の解
剖学的な領域が定義されており、例として挙げた皮膚や骨などの前記頭部の領域群は、さ
らに細かい解剖学的な領域が定義されているものも含まれる。例えば、大脳は大きく分け
て、大脳皮質と白質、大脳基底核で構成されており、大脳皮質はさらに細かい、前頭葉、
頭頂葉、側頭葉、その他複数の解剖学的な領域によって構成されている。さらに、例えば
、物理量として、各領域の三次元位置や形状、任意の断層面における面積（さらに何らか
の基準領域に対する面積比）、表面積、体積（さらに何らかの基準領域に対する体積比）
、画素ごとの画像信号強度群（つまり、画素値群）、平均画像信号強度（つまり、平均画
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素値）等がある。なお、画素ごとの画像信号強度は、同じ種類の医用画像撮影装置３０で
あっても、撮影装置の製造者や各種パラメータ、撮影機材の配置、被撮影者の違いによっ
て、実際にはまったく同じ体組織を撮影したとしても異なる画素値が得られることがある
ため、本発明では、複数の断層画像群の同じ体組織において画素値を比較可能にするため
に、画像特徴量として正規化された画素値も利用する。正規化する方法の１つとして、画
像特徴量の取得対象となる当該画像に含まれる、例えば、体組織以外の安定した画素値が
得られる、空気領域の平均画素値が０、かつ、撮影装置のテーブル等の特定の領域の平均
画素が５００になるように、断層画像全体の画素値を線形補正してから画素値を取得する
方法がある。具体的には、ある断層画像の空気領域の平均画素値が１００、ある画素の画
素値が２００、テーブルの特定の領域の平均画素値が３００であった場合には、線形補正
を行うことによって、空気領域の平均画素値が０、ある画素の画素値が２５０、テーブル
の特定の領域の平均画素値が５００となる。もし、断層画像の撮影範囲にテーブル等が含
まれない場合、異常の無い骨領域などを代わりに利用してもよい。
【００１８】
　実施形態における画像レジストレーション処理とは、２つの異なる断層画像中の撮像対
象をなるべく一致するように一方、もしくは、双方の断層画像を変形する処理のことであ
る。簡単には、例えば図２のように、四角形を円に一致するための変形操作も画像レジス
トレーション処理の一つである。画像レジストレーション処理の手法は数多く提案されて
おり、例えば、「Ｊｏｓｅｐｈ　Ｖ．　Ｈａｎｊａ，　Ｄｅｒｅｋ　Ｌ．Ｇ．　Ｈｉｌｌ
，　Ｄａｖｉｄ　Ｊ．　Ｈａｗｋｓ，　“Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｒｅｇｉｓｔｒ
ａｔｉｏｎ　（Ｔｈｅ　ＢＩＯＭＥＤＩＣＡＬ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ　Ｓｅｒｉｅｓ
）（医用画像レジストレーション（生体医療技術シリーズ））”，　ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ
，　２００１」には、医用画像において用いられる複数のレジストレーション手法が記載
されている。その中でも特に、１３章に記載されたいくつかの非剛体レジストレーション
（Ｎｏｎｒｉｇｉｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）手法のような処理で本発明における画
像レジストレーションが実施可能である。なお、本発明を実施するための実施形態におけ
る画像レジストレーション処理においては、ＬＤＤＭＭ（Ｌａｒｇｅ　Ｄｅｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　Ｄｉｆｆｅｏｍｏｒｐｈｉｃ　Ｍｅｔｒｉｃ　Ｍａｐｐｉｎｇ）（Ｍｉｌｌｅｒ
　他　１９９３，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａｄ
ｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　
Ａｍｅｒｉｃａ，９０，１　１９４－１　１９４８；　Ｊｏｓｈｉ　他，１９９５，Ｇｅ
ｏｍｅｔｒｉｃ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ，Ｓａｎ　Ｄ
ｉｅｇｏ，ＣＡ；Ｇｒａｎａｎｄｅｒ　ａｎｄ　Ｍｉｌｌｅｒ，１９９６，Ｓｔａｔｉｓ
ｔｉｃａｌ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　
７，３－８）と呼ばれるアルゴリズムを用いた画像レジストレーション処理手法を採用し
ている。具体的な用途として、同じ患者の過去の断層画像とそれよりも新しい断層画像と
を医師が見比べ、問題のある変化があるかどうか観察する際に、同じ医用画像撮影装置３
０で撮影した２つの断層画像であっても、撮影時の患者の姿勢が異なっていると同じ部位
でも断層面画像が異なるため、見比べることが困難になる。そのため、前記２つの断層画
像を画像レジストレーション処理し、一方、もしくは、双方の断層画像を変形させること
で、同じ部位を観察する際に断層面の様相が酷似し、観察が容易になる。なお、通常は一
方を変形させて、もう一方になるべく一致するようにするが、前記の、双方を変形させる
場合というのは、例えば、２つの断層画像とは別に基準となる同じ撮影対象を含む基準断
層画像があり、その基準断層画像に前記２つの断層画像それぞれがなるべく一致するよう
に、前記２つの断層画像を変形させ、結果として、前記基準断層画像を介して、前記２つ
の断層画像を一致させるという場合である。この方法を採用すると、例えば、ユーザが、
４つの断層画像のうち、任意の２つをなるべく一致するように変形させて観察したいとき
に、最大６通りの組み合わせがあるので、一方を変形させる方法だと６回の画像レジスト
レーション処理をする必要があるが、基準断層画像を利用する方法だと４回の画像レジス
トレーション処理をすればよいという利点があり、他には、全ての断層画像群が揃ってい
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ない場合でも揃っている断層画像群と基準断層画像で事前に画像レジストレーション処理
を行うことができるので、ユーザの待ち時間を減らす効果もある。また、画像レジストレ
ーション処理においては、処理中に、断層画像をどのように変形させるのか制御するため
の変形情報が生成されており、これに従って断層画像の変形を行う。具体的には、どの座
標の画素をどこの座標へ移動させるかといった情報が変形情報に含まれており、その変形
情報に従い、断層画像を構成する各画素を移動させることによって変形後の断層画像を生
成している。さらに言及すると、前記変形情報に含まれる、どこの座標へ移動させるかと
いう情報が変形後の断層画像の全ての画素の座標を網羅していない場合があり、そのまま
断層画像を変形情報に従って変形すると、変形後の断層画像に画素値が設定されていない
画素が発生する。その場合には、前記画素値が設定されていない画素に対し、線形補間等
の画像補間手法によって、その他の画素値が設定されている画素の値と位置に基づいて画
素値を設定することで対応する。かかる処理は、画像診断支援装置１０の画像レジストレ
ーション部１２や後述する画像処理装置５０により実行されることとなる。
【００１９】
　本発明を実施するための実施形態におけるセグメンテーション処理とは、断層画像に含
まれる１つ以上の領域を特定する処理である。かかる処理により、脳の複数の解剖学的領
域に対応する、３次元画像の複数の画像領域が特定される。また別の観点では、前記三次
元画像に含まれる脳の領域における、第一の解剖学的領域に対応する第一の画像領域と、
該第一の解剖学的領域を含まない第二の解剖学的領域に対応する第二の画像領域が、を特
定される。かかる処理は、画像診断支援装置１０の画像レジストレーション部１２や後述
する画像処理装置５０により実行されることとなる。ここで、３次元画像とは、撮影位置
が異なる複数の２次元の断層画像群であってもよいし、３次元ボリュームデータを指すこ
ととしてもよい。
【００２０】
　セグメンテーション処理の手法は数多く提案されているが、例えば、胸部ＣＴ画像に含
まれる孤立性肺がんのセグメンテーション処理を行う手法の例の１つとして、孤立性肺が
んの周りにある、空気を多く含む肺胞領域はＣＴ値が低いが、それと比べて肺がん領域は
ＣＴ値が高いことを利用して、ＣＴ値が低い領域に囲まれたＣＴ値が高い領域を肺がんと
みなすという手続きによって、肺がんの領域を特定する場合がある。また、例えば、頭部
ＭＲ画像の解剖学的な領域のセグメンテーション処理を行う手法の例の１つとして、まず
、予め基準となる頭部ＭＲ画像とそれに対応する解剖学的な領域を定義した領域定義画像
を用意する。つぎに、セグメンテーション処理を行おうとする対象の頭部ＭＲ画像の撮影
対象である頭部と、前記基準となる頭部ＭＲ画像の撮影対象である頭部とが、なるべく一
致するように画像レジストレーション処理を実施する。このとき、変形させるのは前記基
準となる頭部ＭＲ画像とする。なお、前記画像レジストレーション処理に行った際に、ど
のように変形させるのか制御するための変形情報が生成される。そして、前記領域定義画
像にも前記変形情報を適用することで、前記対象の頭部ＭＲ画像に対応する領域定義画像
を生成することができる。最後に、前記生成された領域定義画像の任意の画素値を持つ座
標群を知ることによって、前記対象の頭部ＭＲ画像に含まれる任意の領域を特定すること
ができる。前記の手続きにおいて、基準となる頭部ＭＲ画像とそれに対応する複数の解剖
学的な領域が定義された領域定義画像を用意すれば、対象の頭部ＭＲ画像の複数の解剖学
的な領域が特定できる。なお、領域定義画像における画素値と領域種別の対応は、別途定
義しておく必要がある。例えば、領域定義画像における画素値１は骨領域、画素値２は大
脳領域、というふうに定義しておく。さらに言及すると、頭部は２００以上の解剖学的な
領域が定義されているため、２００種類以上の、画素値と領域種別とが対応した定義を作
成し、頭部の断層画像とそれに対応する領域定義画像を用意することによって、前記手続
きに従って、２００以上の細かな領域を特定することができる。
【００２１】
　本発明を実施するための実施形態における画像特徴量算出処理とは、例えば解析処理部
１３により実行される、ある断層画像のセグメンテーション処理によって特定された、任
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意の領域における画像特徴量を算出する処理である。具体的には、例えば、頭部ＭＲ画像
のセグメンテーション処理によって、骨と大脳の領域が特定され、画像特徴量算出処理に
よって、骨領域の表面積や体積、大脳領域の平均画素値などを算出する。ここで解析処理
部は、脳の複数の解剖学的領域に対応する複数の画像領域の夫々の、大きさを示す情報の
他、画素値の統計値、形状を示す値等を取得する。ここで、大きさを示す情報としては、
所定の領域の体積で正規化した、複数の画像領域それぞれの体積の比を示す値を取得する
。
【００２２】
　なお、実施形態において、例えば、頭部ＭＲ画像の画像特徴量と説明する場合には、そ
の頭部ＭＲ画像はセグメンテーション処理によって２００以上の解剖学的な領域が特定さ
れており、それぞれの領域について画像特徴量算出処理が完了しているため、その頭部Ｍ
Ｒ画像の任意の画像特徴量を参照できる状態にあることを意味する。
【００２３】
　実施形態におけるカルテ情報とは、電子カルテ情報を管理する装置に記憶される被検者
の情報や、医療情報を含む。例えば、患者もしくは健常者の氏名、年齢、性別、身長、体
重、血液型、人種、診断名、病歴、治療歴、通院歴、血液検査の結果等、医療機関施設で
利用されている電子カルテで管理されるような数値やテキストで表現される患者および健
常者の属性情報である。例えば電子カルテを管理する装置はネットワーク２０に接続され
、画像診断支援装置１０あるいは画像処理装置５０は、ネットワークを介してかかる被検
者の情報あるいは医療情報を取得する。もちろん、予め画像診断支援装置１０や画像処理
装置５０のメモリにこれら情報を記憶させておき、必要に応じて取得することとしてもよ
い。
【００２４】
　以下、本発明の実施形態に係る画像診断支援システム１０について、図３と数１を用い
て説明する。なお、図３は、本実施形態に係る画像診断支援システム１０の構成を説明す
るためのブロック図である。また、それぞれの機能ブロックは、それぞれの機能を有する
一体として構成されてもよい。また、それぞれの機能ブロックは、別々のサーバにより構
成され、それぞれが通信可能に接続されても良い。逆に画像診断支援システム
　数１は、重回帰分析による重回帰式の例である。
【００２５】
【数１】

　本発明の実施形態に係る画像診断支援システムは、簡単に説明すると、健常者群の頭部
ＭＲ画像の画像特徴量群を蓄積した健常者データベース７０の情報に基づいて、被対象者
の頭部ＭＲ画像の画像特徴量群より統計的に年齢を推定し、ユーザである患者や健常者、
医師などにその推定年齢を提示する画像診断支援システムである。かかる推定処理は、例
えば解析処理部１３により実現される。
【００２６】
　図３の健常者データベース７０には、健常者の頭部ＭＲ画像の画像特徴量群とその健常
者の少なくとも年齢と診断名（健常者であることの記録）を含むカルテ情報とが関連付け
られたデータが新生児から高齢者まで網羅的に集められ保存されている。さらに、健常者
データベース７０は条件が指定されたクエリ―が解析処理部１３により生成され、ネット
ワークを介して出力されると、健常者データベース７０はこれを受信する。受信に応じて
、保存されているデータ群からそのクエリ―の条件に合致するものを抽出し、抽出結果を
クエリ―の送信元に送信する。クエリ―による抽出例として、「年齢が５０歳７カ月から
５１歳６カ月である、健常者の大脳の体積の一覧」や「全ての健常者の、年齢と頭部の全
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【００２７】
　本発明の実施形態に係る画像診断支援システムは、事前に、健常者データベース７０に
保存されたデータ群の画像特徴量群を利用して年齢推定式を作成し画像処理装置５０に記
録している。前記年齢推定式に数値で表わされる、加齢によって変化が表れる画像特徴量
を代入することで、統計的に推定された年齢を得ることが出来る。前記年齢推定式には、
例えば、重回帰分析による重回帰式が推定式として利用可能である。重回帰分析とは、多
変量解析手法の一つで、回帰分析の独立変数が複数になったものである。重回帰分析によ
る重回帰式は、推定したい目的変数と、その目的変数を導くための説明変数、説明変数に
対する偏回帰係数、定数項で構成される。具体的に数１で説明すると、ｙが目的変数、ｘ
１およびｘ２が説明変数、ａ１はｘ１の偏回帰係数、ａ２はｘ２の偏回帰係数、Ｉｎｔｅ
ｒｃｅｐｔが定数項（切片）であり、ｘ１およびｘ２に数値を代入すると、推定したい目
的変数ｙが導かれる。最終的に利用可能な重回帰式のａ１、ａ２、Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔに
は具体的な数値が設定されている必要があるが、それには、複数の実際のデータ群（ｙ、
ｘ１、ｘ２）を代入し、最小二乗法等を用いて最も誤差が少なくなるようにａ１、ａ２、
および、Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔを設定する。本発明の実施形態に係る画像診断支援システム
は、年齢推定式として、健常者データベース７０に保存されたデータ群の画像特徴量群の
うち、頭部の２００以上の解剖学的な領域毎の頭部全体に対する体積比とカルテ情報の年
齢を利用して、年齢推定式を作成し、その年齢推定式を画像処理装置５０に記録している
。なお、前記年齢推定式の作成に体積比を利用している理由は、人間の脳の一部は加齢に
よって萎縮することが定性的に知られているためであり、また、領域毎の、体積ではなく
頭部全体に対する体積比を利用している理由は、人によって身長や体重が異なるのと同様
に、前記頭部の２００以上の解剖学的な領域毎の体積は、同じ年齢、性別、人種の健常者
間であっても大きく異なる場合があるので、頭部全体の体積に対する各領域の体積の比を
利用し、正規化した状態で統計処理に利用するためである。なお、前記年齢推定式は健常
者データベース７０に「全ての健常者の、年齢と頭部の全ての領域毎の頭部全体の体積に
対する体積比」を条件としたクエリ―の抽出結果を重回帰分析することによって作成され
ており、目的変数は「年齢」であり、説明変数は「頭部の２００以上の解剖学的な領域の
中から１０個の領域を選択し、それらの頭部全体に対する体積比」である。なお、健常者
データベース７０に保存されているデータ群に基づいて精度の高い前記年齢推定式を作成
するため、採用される前記１０個の領域は、健常者データベース７０が保存するデータ群
によって異なる可能性がある。また、前記１０個の領域の選択の仕方は、重回帰分析にお
いて、自由度修正済決定係数が０．７５を超えることを目安とし、また、各説明変数の係
数と定数項の有意確率が１％を下回るように選択する。説明変数の数を１０個としている
のは、一般的に、説明変数の数が増えると重決定係数は増加するが、見かけ上の精度が上
がっているだけの可能性が高く、目的変数への影響が少ない説明変数は減らした方が良い
からであるため、もし、説明変数の数を増減することによって実際の年齢推定精度が改善
されているようであれば、説明変数の数は１０で無くても良い。前記上記年齢推定式の例
として、図４のような年齢推定式が得られ、ａｉには各部位名に対応する係数（偏回帰係
数）、ＶｏｌｕｍｅＲａｔｅｉには各部位名に対応する領域の頭部全体の体積に対する体
積比（説明変数）を代入すると、推定年齢（目的変数）が得られる。また、健常者データ
ベース７０に、新たな健常者の頭部ＭＲ画像の画像特徴量群とその新しい健常者のカルテ
情報とが関連付けられたデータが追加された場合には上記年齢推定式を再作成しても良い
が、年齢推定式が変更されることによって年齢推定の結果が変化する可能性あるので、注
意が必要である。以上をまとめると、健常者データベース７０は数２のように、ｎ個の断
層画像についての情報群（数２中のｉｎｆｏ）が保存されており、それぞれの情報群には
画像特徴量算出処理において算出されたｘ個の画像特徴量（数２中のｆｅａｔｕｒｅ）群
とｙ個のカルテ情報（数２中のｒｅｃｏｒｄ）群が含まれる。
【００２８】
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【数２】

　前記ｘ個の画像特徴量群には少なくとも頭部の２００以上（ｓ個の領域とする）の解剖
学的な領域毎の頭部全体に対する体積比（数２中のｒａｔｅ）に関するｓ個の画像特徴量
が含まれ、さらに撮影領域や画像パラメータ、各領域の三次元位置や形状、任意の断層面
における面積（さらに何らかの基準領域に対する面積比）、表面積、体積（さらに何らか
の基準領域に対する体積比）、画素ごとの画像信号強度群（つまり、画素値群）、平均画
像信号強度（つまり、平均画素値）等が含まれていても良い。前記ｙ個のカルテ情報群に
は少なくとも年齢（数２中のａｇｅ）と診断名（数２中のｄｉａｇｎｏｓｉｓ）（健常者
であることの記録）が含まれ、さらに性別、身長、体重、血液型、人種、病歴、治療歴、
通院歴、血液検査の結果等が含まれていても良い。また、画像処理装置５０には年齢推定
式が記録されている。年齢推定式に、頭部のｐ個（本実施形態では１０個）の領域の頭部
全体の体積に対する体積比を代入すると、推定年齢が得られる。
【００２９】
　以下、本発明の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図３に加え、図５を用
いて説明する。なお、図５は本発明の実施形態に係る画像診断支援システムを説明するた
めのフロー図である。
【００３０】
　ステップＳ１０１において、年齢を推定したい対象者の頭部ＭＲ画像を医用画像撮影装
置３０で撮影し、ネットワーク２０を介して、ＰＡＣＳ４０にその頭部ＭＲ画像を保存す
る。ＰＡＣＳ４０は頭部ＭＲ画像が保存されると自動的に画像処理装置５０に、ネットワ
ーク２０を介して、その頭部ＭＲ画像の保存場所に関する情報を含む画像解析処理開始信
号を送信する。なお、上記画像解析処理開始信号は、前記頭部ＭＲ画像がＰＡＣＳ４０に
保存されているのであれば、ＰＡＣＳ４０が自動的に送信するのではなく、ＰＡＣＳ４０
の代わりにその他の装置が送信してもよく、もしくは、ユーザである患者や健常者、医師
などが表示装置６０を操作して手動で送信してもよい。
【００３１】
　ステップＳ１０２において、画像処理装置５０の画像処理制御部１１は画像解析処理開
始信号を受信すると、その画像解析処理開始信号に含まれる上記頭部ＭＲ画像の保存場所
を参照し、上記頭部ＭＲ画像をネットワーク２０を介して読み込む。画像処理装置５０は
前記読み込んだ頭部ＭＲ画像をセグメンテーション処理し、２００以上の解剖学的な領域
を特定する。
【００３２】
　Ｓ１０３において、画像処理装置５０は、ステップＳ１０２のセグメンテーション処理
において特定された各領域に対して、画像特徴量算出処理を実施し、その結果である画像
特徴量群を画像処理装置５０に記録する。
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【００３３】
　ステップＳ１０４において、画像処理装置５０の解析処理部１３は、ステップＳ１０３
の画像特徴量算出処理において算出された上記画像特徴量群から、上記年齢推定式の説明
変数に対応する、１０個の領域の頭部全体に対する体積比を上記年齢推定式に代入し、推
定年齢を算出し、画像処理装置５０に記録する。なお、前記推定年齢は単なる１つの数値
であるため、もしＰＡＣＳ４０や表示装置６０などのその他装置に前記推定年齢を記録で
きる機能があるならば、その装置に前記推定年齢を記録してもよい。
【００３４】
　ステップＳ１０５において、画像処理装置５０の表示制御部１４はユーザである患者や
健常者、医師などが表示装置６０において推定年齢を表示する命令操作を行うと、表示装
置６０はステップＳ１０４において画像処理装置５０、もしくは、その他装置に記録され
た推定年齢を読み出し、表示部６１に出力する。表示部６１は出力された推定年齢を示す
情報を表示する。
【００３５】
　以上により、実施形態に係る画像診断支援システムは、患者や健常者、医師に断層画像
から推定した年齢を提示することができ、本人の実年齢とかけ離れた異常値が提示された
際には検査を行うなど、医療的対応のきっかけをつくることができる。また、患者や健常
者がいくつかの質問に答えることで、脳の老化具合を測ろうとする手法が世の中にはある
が、実施形態に係る画像診断支援システムを利用して得られる推定年齢を、老化具合の１
つの指標として利用することもできる。
【００３６】
　以下、本発明の第二の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図６を用いて説
明する。なお、図６は、第二の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するた
めのブロック図である。また、それぞれの機能ブロックは、それぞれの機能を有する一体
として構成されてもよい。また、それぞれの機能ブロックは、別々のサーバにより構成さ
れ、それぞれが通信可能に接続されても良い。
【００３７】
　本発明の第二の実施形態に係る画像診断支援システムは、簡単に説明すると、患者群の
頭部ＭＲ画像の画像特徴量群を蓄積した症例データベース８０より、被対象者の頭部ＭＲ
画像の画像特徴量群に類似する症例を抽出し、ユーザである患者や医師などにその類似す
る症例を提示する画像診断支援システムである。
【００３８】
　図６の症例データベース８０には、患者の頭部ＭＲ画像の画像特徴量群とその患者の少
なくとも診断名あるいは所感の情報を含むカルテ情報とが関連付けられたデータが若年者
層から高齢者層まで集められ保存されている。画像特徴量群は、脳の各解剖学的領域に対
応する画像領域の大きさや画素値の統計量等、脳の解剖学的領域のそれぞれについての特
性情報に対応する。カルテ情報には、画像診断が完了した状態であれば画像診断の結果と
しての診断名が、病理検査まで完了している等の場合は確定診断名が、含まれることとな
る。しかしながら、かかる画像診断名や確定診断名が付与されていない場合もある。かか
る場合には、医師の診断名に対する所感の情報が含まれることがある。かかる診断名ある
いは所感の情報は、類似する症例情報としては参考になるものである。
【００３９】
　画像処理装置５０の解析処理部１３は、画像レジストレーション部１２によるセグメン
テーションで得られた複数の画像領域の夫々についての特性情報、例えば大きさの情報に
基づいて、症例データベース８０に含まれる症例情報のうち、現在対象となっている症例
に類似する症例を検索する。
【００４０】
　ユーザに提示する類似症例の情報として断層画像を提示したい場合には、前記画像特徴
量群を算出するために利用された断層画像そのもの、もしくは、その断層画像が保存され
ているパスを保存しても良い。さらに、症例データベース８０は条件が指定されたクエリ
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―を受信すると、保存されているデータ群からそのクエリ―の条件に合致するものを抽出
し、抽出結果をクエリ―の送信元に送信する。クエリ―による抽出例として、「診断名が
パーキンソン病であり、かつ、年齢が５０歳７カ月から５１歳６カ月である、患者の大脳
の体積の一覧」や「全ての脳疾患を持つ患者の、頭部の全ての領域毎の頭部全体の体積に
対する体積比の一覧」などがある。
【００４１】
　本発明の第二の実施形態に係る画像診断支援システムは、事前に、症例データベース８
０に保存されたデータ群について、類似する特徴を持つデータ同士が近い値を持つように
評価スコアを設定する。具体的には、主成分分析の主成分得点が前記評価スコアにあたる
。主成分分析について説明すると、主成分分析はデータ群が共通して持つ複数の変数群を
合成して、新たな変数（主成分）を作成し、各データについてその変数の値（主成分得点
）を算出することで、そのデータ群をより少ない変数で、つまり低次元で評価可能とする
手法である。例えば、第一の人間のデータ群の持つ変数として、身長を表わすｘ１と体重
を表わすｘ２の２つ変数がある場合に、数３のような式により表わされる新たな変数ｚは
、身長を表わす観測変数ｘ１と体重を表わす観測変数ｘ２、および、観測変数ｘ１の係数
である主成分負荷量ａ１と観測変数ｘ２の係数である主成分負荷量ａ２で表わされる。
【００４２】
【数３】

　なお、主成分負荷量ａ１とａ２を設定する際には、変数ｚ軸上で、データ群が最もばら
つくようにする。この結果、例えば、第一の人間のデータ群で身長が高く、体重が重いと
きに変数ｚが大きくなり、逆に、身長が低く、体重が軽いときに変数ｚが小さくなる場合
には、第一の人間のデータ群は身体の大きさの指標である「体格」によってデータ群を順
位付けして評価しやすいと言える。このとき体格の近いデータ同士は変数ｚの値が近くな
る。また、別の人間のデータ群において、身長が低く、体重が重いときに変数ｚが大きく
なり、逆に、身長が高く、体重が軽いときに変数ｚが小さくなる場合には、第二の人間の
データ群は肥満型か痩せ型かの指標である「体形」によってデータ群を順位付けして評価
しやすいと言える。上記の例より、身長と体重の２つの変数によって、体格と体形の２つ
の新たな変数（主成分）が作成できることが分かったが、第一の人間のデータ群では、体
格軸上においてデータ群がもっともばらつく一方で、体形軸上でも少なからずばらつきが
発生していると考えられる。そこで、ばらつきが大きい順に、第一の人間のデータ群を分
析するときには、第一主成分として体格を、第二主成分として体形を、というふうに設定
する場合がある。本発明の第二の実施形態に係る画像診断支援システムは、事前に、症例
データベース８０に保存されたデータ群の画像特徴量群のうち、頭部の２００以上の解剖
学的な領域毎の、頭部全体に対する体積比を利用して主成分分析を行い、その結果である
、第一主成分負荷量群と第二主成分負荷量群、および、それぞれのデータに対応する第一
主成分得点群と第二主成分得点群を画像処理装置５０に記録している。このとき、多量の
画像特徴量群を利用して主成分分析をおこなっており、各画像特徴量間の関係が複雑とな
っているため、前記例のように、単純に、「体格」や「体形」といった言葉で表現される
指標でデータ群の特徴を表わすことはできないが、統計的にデータ群の差が主成分得点に
よって順位付けられた状態にできる。なお、類似する症例の抽出精度調整を行う場合によ
っては、第三主成分、第四主成分、…、第ｓ主成分に関する主成分負荷量群、主成分得点
群をさらに記録しておいてもよい。また、領域毎の、体積ではなく頭部全体に対する体積
比を利用している理由は、人によって身長や体重が異なるのと同様に、前記頭部の２００
以上の解剖学的な領域毎の体積は、同じ年齢、性別、人種の健常者間であっても大きく異
なる場合があるので、頭部全体の体積に対する各領域の体積の比を利用し、正規化した状
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態で統計処理に利用するためである。なお、前記主成分分析は症例データベース８０に「
全ての脳疾患を持つ患者の、頭部の全ての領域毎の頭部全体の体積に対する体積比」を条
件としたクエリ―の抽出結果を対象としている。なお、症例データベース８０に保存され
ているデータ群に基づいて精度の高い類似する症例を抽出するために、頭部の全ての領域
毎の頭部全体の体積に対する体積比に加えて、頭部の全ての領域毎の正規化された平均画
素値や形状など、他の画像特徴量を採用してもよい。以上をまとめると、症例データベー
ス８０は数４のように、ｎ個の断層画像についての情報（数４中のｉｎｆｏ）群が保存さ
れており、それぞれの情報群には画像特徴量算出処理において算出されたｘ個の画像特徴
量群とｙ個のカルテ情報群が含まれる。
【００４３】
【数４】

　前記ｘ個の画像特徴量群には少なくとも頭部の２００以上（ｓ個の領域とする）の解剖
学的な領域毎の頭部全体に対する体積比に関するｓ個の画像特徴量が含まれ、さらに撮影
領域や画像パラメータ、各領域の三次元位置や形状、任意の断層面における面積（さらに
何らかの基準領域に対する面積比）、表面積、体積（さらに何らかの基準領域に対する体
積比）、画素ごとの画像信号強度群（つまり、画素値群）、平均画像信号強度（つまり、
平均画素値）等が含まれていても良い。前記ｙ個のカルテ情報群には少なくとも診断名が
含まれ、さらに年齢、性別、身長、体重、血液型、人種、病歴、治療歴、通院歴、血液検
査の結果等が含まれていても良い。また、画像処理装置５０には数５のように、前記主成
分分析の結果のうち、少なくとも第一主成分と第二主成分に対応する結果（数５中のｐｃ
１、ｐｃ２）を記録しており、さらに必要に応じて第三主成分～第ｓ主成分に対応する結
果を記録しても良い。
【００４４】

【数５】

　前記結果は、ｓ個の主成分負荷量（数５中のｌｏａｄｉｎｇ）群とｎ個の主成分得点（
数５中のｓｃｏｒｅ）群で構成されている。なお、主成分分析の結果の利用方法の詳細は
後述するが、簡単には、新たな断層画像が入力されたときに画像特徴量算出処理によって
、数６のような計算方法で、頭部のｓ個の領域毎の頭部全体の体積に対する体積比（数６
中のｒａｔｅ）と対応する主成分負荷量（数６中のｌｏａｄｉｎｇ）とを掛け合わせ、合
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算することで、その新たな断層画像の第ｉ主成分における主成分得点（数６中のＮｅｗＳ
ｃｏｒｅ）を算出することができる。
【００４５】
【数６】

　本実施形態においては、前記新たな断層画像より新たな主成分得点群を算出し、それと
事前に画像処理装置５０に記録されている前記主成分得点群とを比較して、新たな主成分
得点群に近い主成分得点群を持つ症例を類似症例として、断層画像やカルテ情報を提示す
る。例えば新たな主成分得点群をベクトルと見たときの内積値が所定の閾値よりも大きく
なるような主成分得点群を有する、症例情報を、類似症例として取得する。
【００４６】
　なお画像処理装置５０は、内積値を評価値として、上述の方法により類似症例として検
索された症例情報のうち、内積値が大きい症例情報から順に、例えば並べて表示させるこ
ととすれば、より参考になる情報を優先して表示させることができる。なおここで、画像
処理装置５０は、症例情報に含まれる情報のうち、当該脳についての医師による診断名ま
たは所感の情報を優先して表示させることとする。このようにすることで、類似する症例
の診断名や所感を参考に、対象症例の診断名を決定しやすくすることができる。
【００４７】
　以下、本発明の第二の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図６に加え図７
を用いて説明する。なお、図７は本発明の第二の実施形態に係る画像診断支援システムを
説明するためのフロー図である。
【００４８】
　ステップＳ２０１において、類似する症例を抽出したい対象者の頭部ＭＲ画像を医用画
像撮影装置３０で撮影し、ネットワーク２０を介して、ＰＡＣＳ４０にその頭部ＭＲ画像
を保存する。ＰＡＣＳ４０は頭部ＭＲ画像が保存されると自動的に画像処理装置５０に、
ネットワーク２０を介して、その頭部ＭＲ画像の保存場所に関する情報を含む画像解析処
理開始信号を送信する。なお、上記画像解析処理開始信号は、前記頭部ＭＲ画像がＰＡＣ
Ｓ４０に保存されているのであれば、ＰＡＣＳ４０が自動的に送信するのではなく、ＰＡ
ＣＳ４０の代わりにその他の装置が送信してもよく、もしくは、ユーザである患者や健常
者、医師などが表示装置を操作して手動で送信してもよい。
【００４９】
　ステップＳ２０２において、画像処理装置５０は画像解析処理開始信号を受信すると、
その画像解析処理開始信号に含まれる上記頭部ＭＲ画像の保存場所を参照し、上記頭部Ｍ
Ｒ画像をネットワーク２０を介して読み込む。画像処理装置５０は前記読み込んだ頭部Ｍ
Ｒ画像をセグメンテーション処理し、２００以上の解剖学的な領域を特定する。
【００５０】
　ステップＳ２０３において、画像処理装置５０は、ステップＳ２０２のセグメンテーシ
ョン処理において特定された各領域に対して、画像特徴量算出処理を実施し、その結果で
ある画像特徴量群を画像処理装置５０に記録する。
【００５１】
　ステップＳ２０４において、画像処理装置５０は、ステップＳ２０３の画像特徴量算出
処理において算出された上記画像特徴量群から、上記主成分分析に採用した、体積比など
の観測変数に対応する画像特徴量を読み込み、それらと画像処理装置５０に記録された主
成分負荷量とを利用して、第一主成分得点、第二主成分得点を計算し、対象者の主成分得
点群として画像処理装置５０に記録する。もし、上記主成分分析において、さらに第三主
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成分や第四主成分といった、他の主成分に関する主成分負荷量、主成分得点が記録されて
いる場合には、それらに対応する主成分得点も計算して、画像処理装置５０に記録しても
よい。
【００５２】
　ステップＳ２０５において、ユーザである患者や医師などが表示装置において類似する
症例を表示する命令操作を行うと、まず、表示装置は画像処理装置５０に類似症例抽出信
号を送信する。つぎに、ネットワーク２０を介して、類似症例抽出信号を受信した画像処
理装置５０は、Ｓ２０４において記録された対象者の主成分得点群に対して、主成分得点
軸空間上におけるユークリッド距離の差が小さい順に、例えば５つ、画像処理装置５０に
記録された上記主成分分析に用いたデータ群の主成分得点群を抽出し、それらの主成分得
点群に対応するデータを類似する症例として症例データベース８０から抽出する。最後に
、画像処理装置５０は上記類似する症例に関する画像特徴量と診断名などのカルテ情報を
表示装置に送信し、上記ユーザは受信した情報を参照する。このとき、症例データベース
８０に類似する症例の断層画像も記録されていた場合には、その断層画像も表示装置で受
信し参照可能とすることによって、上記ユーザは類似する症例に関して詳しく観察するこ
とが可能となり好ましい。
【００５３】
　以上により、第二の実施形態に係る画像診断支援システムは、ユーザである患者や医師
に、対象者の断層画像に類似する症例を症例データベース８０から抽出し、その症例の画
像特徴量や診断名などのカルテ情報を提示することができる。そのため、上記ユーザに医
学的知識が無い、または、不足している場合などに、上記ユーザは症例データベース８０
に記録された診断名に加え、治療歴などのその他のカルテ情報が記録されていれば、それ
らを参考にして、診断などの医療的対応を行うことができる。
【００５４】
　以下、本発明の第三の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図８を用いて説
明する。なお、図８は、第二の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するた
めのブロック図である。また、それぞれの機能ブロックは、それぞれの機能を有する一体
として構成されてもよい。また、それぞれの機能ブロックは、別々のサーバにより構成さ
れ、それぞれが通信可能に接続されても良い。
【００５５】
　本発明の第三の実施形態に係る画像診断支援システムは、簡単に説明すると、患者群の
頭部ＭＲ画像等の画像特徴量群とカルテ情報群を蓄積した症例データベース８０と、被対
象者の頭部ＭＲ画像の画像特徴量群とカルテ情報に基づいて、被対象者が１つ以上の脳疾
患について、それぞれどの程度疑いがあるか、ユーザである患者や健常者、医師などに提
示する画像診断支援システムである。
【００５６】
　図８の症例データベース８０は、本発明を実施するための第二の実施形態における症例
データベース８０と同様であるが、ユーザである患者や健常者、医師などにどの程度疑い
があるのか提示したい各々の症例に関する、臨床的に既知の特徴を表わす画像特徴量とカ
ルテ情報（医療情報）を各症例情報として保存しておく必要がある。なお、各症例情報と
して保存されるカルテ情報のうち、上記既知の特徴を表わすものは、後述する主成分分析
の観測変数に利用するため、数値化可能である必要があり、例えば、症状の強度レベルな
どの段階評価が利用可能である。例えば、アルツハイマー型認知症であれば、記憶障害の
５段階強度、失語障害の５段階強度、判断力テストの点数、アミロイドβの蓄積度、頭頂
葉の血流低下度、後部帯状回の血流低下度等が利用可能である。また、症例データベース
８０に保存されるその他の症例の例としては、パーキンソン病、レビー小体型認知症、多
系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、ウィルソン病、正常圧水頭症、
ハンチントン病などである。また、ユーザに提示する類似症例の情報として断層画像を提
示したい場合には、前記画像特徴量群を算出するために利用された断層画像そのもの、も
しくは、その断層画像が保存されているパスを保存しても良い。
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　本発明の第三の実施形態に係る画像診断支援システムは、事前に、症例データベース８
０から、医師などにどの程度疑いがあるのか提示したい各々の症例に関する、臨床的に既
知の特徴を表わす画像特徴量群と数値化されたカルテ情報群を観測変数として、症例毎に
選択し主成分分析を行う。つまり、上記提示したい各々の症例の数と同数の主成分分析を
観測変数を変更しながら行う。具体的には、例えば、アルツハイマー型認知症であれば、
頭部全体の体積に対する海馬領域の体積比、記憶障害の５段階強度、失語障害の５段階強
度、判断力テストの点数、アミロイドβの蓄積度、頭頂葉の血流低下度、後部帯状回の血
流低下度等を主成分分析における観測変数として利用する。そして、前記主成分分析を行
い、その結果である、第一主成分と第一主成分負荷量、および、それぞれのデータに対応
する第一主成分得点を画像処理装置５０に記録している。なお、前記海馬領域の、体積で
はなく頭部全体に対する体積比を利用している理由は、人によって身長や体重が異なるの
と同様に、前記頭部の２００以上の解剖学的な領域毎の体積は、同じ年齢、性別、人種の
健常者間であっても大きく異なる場合があるので、頭部全体の体積に対する各領域の体積
の比を利用し、正規化した状態で統計処理に利用するためである。また、本発明の第三の
実施形態に係る画像診断支援システムにおいては、主成分分析における各主成分の最も寄
与率の高いものを第一主成分としている。以上をまとめると、症例データベース８０は数
７のように、ｎ個の断層画像についての情報（数７中のｉｎｆｏ）群が保存されており、
それぞれの情報群には画像特徴量算出処理において算出されたｘ個の画像特徴量群とｙ個
のカルテ情報群が含まれる。
【００５８】

【数７】

　ただし、少なくとも、前記画像特徴群と前記カルテ情報群には、医師などにどの程度疑
いがあるのか提示したいｄ個の症例それぞれに関する、臨床的に既知の特徴を表わす画像
特徴量群と数値化されたカルテ情報群を保存する。（以下、説明のため、第ｉ番目の提示
したい症例の臨床的な既知の特徴を表わす、画像特徴量群の数とカルテ情報群の数の合計
をｋｉ個とする。）前記ｘ個の画像特徴量群には、さらに撮影領域や画像パラメータ、各
領域の三次元位置や形状、任意の断層面における面積（さらに何らかの基準領域に対する
面積比）、表面積、体積（さらに何らかの基準領域に対する体積比）、画素ごとの画像信
号強度群（つまり、画素値群）、平均画像信号強度（つまり、平均画素値）等が含まれて
いても良い。前記ｙ個のカルテ情報群には、さらに年齢、性別、身長、体重、血液型、人
種、病歴、治療歴、通院歴、血液検査の結果等が含まれていても良い。また、画像処理装
置５０には数８のように、医師などにどの程度疑いがあるのか提示したいｄ個の症例それ
ぞれに関する、臨床的に既知の特徴を表わす画像特徴量群と数値化されたカルテ情報群を
利用した前記主成分分析の結果のうち、少なくとも第一主成分に対応する結果（数８中の
ｐｃａ）を記録している。
【００５９】
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【数８】

　前記結果は、ｋｉ個の主成分負荷量（数８中のｌｏａｄｉｎｇ）群とｎ個の主成分得点
（数８中のｓｃｏｒｅ）群で構成されている。なお、主成分分析の結果の利用方法の詳細
は後述するが、簡単には、新たな断層画像が入力されたときに、数９のような計算方法で
、画像特徴量算出処理の結果やカルテ情報より第ｉ番目の症例の主成分分析に必要なｋｉ
個の数値（数９中のｖａｌｕｅ）群と対応する主成分負荷量（数９中のｌｏａｄｉｎｇ）
とを掛け合わせ、合算することで、その新たな断層画像の第一主成分における主成分得点
（数９中のＮｅｗＳｃｏｒｅ）を算出することができる。
【００６０】
【数９】

　本実施形態においては、新たな断層画像に対し、上記第一主成分得点の算出を第一から
第ｄ番目の症例それぞれに対し必要な画像特徴量群とカルテ情報群を変更しながら行い、
前記新たな断層画像よりｄ個の新たな第一主成分得点群を算出し、それらと事前に画像処
理装置５０に記録されている前記第一主成分得点群とを比較して、各症例毎の疑い程度を
算出し、医師などのユーザに提示する。
【００６１】
　以下、本発明の第三の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図８に加え図９
を用いて説明する。なお、図９は本発明の第三の実施形態に係る画像診断支援システムを
説明するためのフロー図である。
【００６２】
　ステップＳ３０１において、類似する症例を抽出したい対象者の頭部ＭＲ画像を医用画
像撮影装置３０で撮影し、ネットワーク２０を介して、ＰＡＣＳ４０にその頭部ＭＲ画像
を保存する。ＰＡＣＳ４０は頭部ＭＲ画像が保存されると自動的に画像処理装置５０に、
ネットワーク２０を介して、その頭部ＭＲ画像の保存場所に関する情報を含む画像解析処
理開始信号を送信する。なお、上記画像解析処理開始信号は、前記頭部ＭＲ画像がＰＡＣ
Ｓ４０に保存されているのであれば、ＰＡＣＳ４０が自動的に送信するのではなく、ＰＡ
ＣＳ４０の代わりにその他の装置が送信してもよく、もしくは、ユーザである患者や健常
者、医師などが表示装置を操作して手動で送信してもよい。
【００６３】
　ステップＳ３０２において、画像処理装置５０は画像解析処理開始信号を受信すると、
その画像解析処理開始信号に含まれる上記頭部ＭＲ画像の保存場所を参照し、上記頭部Ｍ
Ｒ画像をネットワーク２０を介して読み込む。画像処理装置５０は前記読み込んだ頭部Ｍ
Ｒ画像をセグメンテーション処理し、２００以上の解剖学的な領域を特定する。
【００６４】
　ステップＳ３０３において、画像処理装置５０は、ステップＳ３０２のセグメンテーシ
ョン処理において特定された各領域に対して、画像特徴量算出処理を実施し、その結果で
ある画像特徴量群を画像処理装置５０に記録する。
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【００６５】
　ステップＳ３０４において、画像処理装置５０は、電子カルテ９０より上記対象者のカ
ルテ情報のうち、上記主成分分析で採用したカルテ情報をすべて読み込む。
【００６６】
　ステップＳ３０５において、画像処理装置５０は、上記提示したい各々の症例について
、ステップＳ３０３の画像特徴量算出処理において算出された上記画像特徴量群から、上
記主成分分析に採用した、体積比などの観測変数に対応する画像特徴量群と、ステップ３
０４で読み込んだカルテ情報群を読み込み、それらと画像処理装置５０に記録された第一
主成分負荷量とを利用して、第一主成分得点を計算し、対象者の第一主成分得点として画
像処理装置５０に記録する。つまり、上記提示したい各々の症例に対応する、上記対象者
の第一主成分得点を画像処理装置５０に記録する。
【００６７】
　ステップＳ３０６において、ユーザである患者や医師などが表示装置において１つ以上
の脳疾患の疑い程度を表示する命令操作を行うと、まず、表示装置は画像処理装置５０に
脳疾患の疑い程度算出信号を送信する。つぎに、ネットワーク２０を介して、脳疾患の疑
い程度算出信号を受信した画像処理装置５０は、事前に算出されている上記提示したい各
々の症例における最大第一主成分得点を１００、最小第一主成分得点を０としたときの、
ステップＳ３０５において記録された上記対象者の第一主成分がいくつに相当するか、線
形的に計算し、これを疑い程度として画像処理装置５０に記録する。例えば、上記主成分
分析において、画像処理装置５０に記録されたアルツハイマー型認知症における最大第一
主成分が２、最小第一主成分が－２のときに、上記対象者の第一主成分が１である場合に
は、７５が疑い程度として記録され、その他提示したい各々の症例についても同様に計算
され、記録される。最後に、画像処理装置５０は上記提示したい各々の症例における疑い
程度を表示装置に送信し、表示装置がその疑い程度を表示する。なお、上記疑い程度の計
算方法および表示方法は、目的に応じて変更してもよい。
【００６８】
　以上により、第三の実施形態に係る画像診断支援システムは、ユーザである患者や医師
に、１つ以上の脳疾患について対象者の疑い程度を確認することができる。そのため、上
記ユーザに医学的知識が無い、または、不足している場合などに、上記ユーザは上記疑い
程度を参考にして、診断などの医療的対応を行うことができる。
【００６９】
　本発明を実施するための第四の実施形態における投影画像とは、断層画像から生成した
、二次元画像であるＭＩＰ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏ
ｎ）画像やＭｉｎＩＰ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）
画像である。上記投影画像は、ＰＡＣＳ４０に保存された断層画像を構成する断層面画像
に対して、垂直に通る軸周りの視線方向で全画素を投影した画像である。具体的には、１
つ以上の、断層面画像であるＡｘｉａｌ画像で構成される断層画像を対象としたとき、三
次元の直交座標系（Ｘ、Ｙ、Ｚ軸座標系）において、Ａｘｉａｌ画像が積層される方向を
Ｚ軸とした場合、視線上方向ベクトルを（Ｘ、Ｙ、Ｚ）＝（０、０、－１）としたまま、
視線方向ベクトルを（Ｘ、Ｙ、Ｚ）＝（－ｓｉｎθ、－ｃｏｓθ、０）として、θを０以
上、２π（πは円周率）未満の間で、全画素を投影しながら作成した画像である。つまり
、θを変化させることで、撮影対象がＺ軸方向を回転軸に回転した状態の投影画像が得ら
れる。さらに言及すると、θが０のとき、Ｃｏｒｏｎａｌ画像方向の投影画像となり、θ
がπ／２のとき、Ｓａｇｉｔｔａｌ方向の投影画像となる。また、上記投影画像は、撮影
対象のボリュームレンダリングやサーフェスレンダリング等の手法によって生成してもよ
い。
【００７０】
　以下、本発明の第四の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図１０を用いて
説明する。なお、図１０は、第四の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明す
るためのブロック図である。また、それぞれの機能ブロックは、それぞれの機能を有する
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一体として構成されてもよい。また、それぞれの機能ブロックは、別々のサーバにより構
成され、それぞれが通信可能に接続されても良い。
【００７１】
　本発明の第四の実施形態に係る画像診断支援システムは、簡単に説明すると、ＰＡＣＳ
４０に保存された２つの断層画像の差分画像を回転表示し、さらに、ユーザが差分画像の
任意の画素の座標を指定することで、その場所に対応する断層面画像を表示する、断層画
像を比較して観察するのに好適な表示方法と操作方法を提供する画像診断支援システムで
ある。
【００７２】
　以下、本発明の第四の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図１０に加え図
１１を用いて説明する。なお、図１１は本発明の第三の実施形態に係る画像診断支援シス
テムを説明するためのフロー図である。なお、本発明の第四の実施形態では、同じ患者も
しくは健常者（以下、対象者と呼ぶ）の同じ部位を同じ種類の医用画像撮影装置３０で撮
影した、２つの断層画像を比較して観察する場合を説明する。
【００７３】
　ステップＳ４０１において、比較して観察したい対象者の断層画像を医用画像撮影装置
３０で撮影し、ネットワーク２０を介して、ＰＡＣＳ４０にその断層画像を保存する。Ｐ
ＡＣＳ４０は断層画像が保存されると自動的に画像処理装置５０に、ネットワーク２０を
介して、その断層画像と前記対象者のその断層画像と同じ撮影部位を含む過去の断層画像
の保存場所に関する情報を含む画像解析処理開始信号を送信する。なお、上記画像解析処
理開始信号は、前記断層画像および前記過去の断層画像がＰＡＣＳ４０に保存されている
のであれば、ＰＡＣＳ４０が自動的に送信するのではなく、ＰＡＣＳ４０の代わりにその
他の装置が送信してもよく、もしくは、ユーザである患者や健常者、医師などが表示装置
を操作して手動で送信してもよい。
【００７４】
　ステップＳ４０２において、画像処理装置５０は画像解析処理開始信号を受信すると、
その画像解析処理開始信号に含まれる上記断層画像と上記過去の断層画像の保存場所を参
照し、それらの断層画像群をネットワーク２０を介して読み込む。画像処理装置５０は読
み込んだ前記断層画像群を画像レジストレーション処理し、２つの断層画像がなるべく一
致するように変形する。画像処理装置５０は、前記画像レジストレーション処理において
生成された、変形した断層画像をＰＡＣＳ４０に保存する。なお、本発明の第四の実施形
態に係る画像診断支援システムにおいては、説明を簡単にするため、前記断層画像群のう
ち、前記過去の断層画像のみを変形するものとする。また、事情によって、ＰＡＣＳ４０
に変形した断層画像を保存したくない場合には、前記画像レジストレーション処理で生成
された変形情報を画像処理装置５０、もしくは、ＰＡＣＳ４０に保存し、表示装置等の装
置が変形した画像を要求したときに、その変形情報を対応する断層画像に適用することで
、一時的に変形した画像を作成して、その装置に送信してもよい。
【００７５】
　ステップＳ４０３において、ユーザである医師が表示装置を操作し、上記断層画像群を
表示する命令操作を行うと、まず、表示装置はネットワーク２０を介して、ＰＡＣＳ４０
に上記断層画像群を要求する信号を送信し、ＰＡＣＳ４０はその信号に応答し、表示装置
に上記断層画像群のうちステップ４０１で撮影した断層画像（以下、第一の断層画像と呼
ぶ）と、ステップＳ４０２においてＰＡＣＳ４０に保存された上記変形した断層画像（以
下、第二の断層画像と呼ぶ）を、表示装置に送信する。次に、表示装置は第一の断層画像
と第二の断層画像とで、対応する座標の画素の画素値間で引き算することで差分画像を作
成し、さらに、その投影画像を作成する。なお、ステップ４０２の時点で、画像処理装置
５０が前記差分画像および前記投影画像を事前に作成しておき、さらに、ＰＡＣＳ４０に
保存することで、それらを表示装置が読み出して、前述の差分画像と投影画像を作成する
処理を省いてもよい。
【００７６】
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　ステップＳ４０４において、ステップ４０３において作成した投影画像を表示部６１に
表示する。図１２はこのときの様子であり、左から、第二の断層画像である変形した過去
の断層画像の断層面画像、第一の断層画像であるステップＳ４０１において撮影された最
新の断層画像の断層面画像、ステップ４０３において作成された差分画像の投影画像が表
示されている。なお、上記断層画像群がステップＳ４０２のレジストレーション処理によ
って変形された後、完全に一致していれば、ステップ４０３における差分画像は全画素の
画素値が０となるが、実際には、撮影対象の変化やレジストレーション処理の精度不足に
より、ずれが発生し、差分画像の投影画像において、撮影された上記対象者のおおまかな
形状が視認されることが多い。また、前記投影画像は上記視線方向ベクトルにおけるθを
一定の時間間隔で変化しながら、表示を更新している。つまり、前記表示部６１の前記投
影画像が表示されている部分は、上記対象者のおおまかな形状が縦軸を回転軸として回転
し続けている回転表示の動画となっている。表示部６１の前記投影画像が表示されている
部分では、透けた人体が回転しているように見えるため人体の形状が把握しやすく、さら
に、異常のある部分が濃く表示されるため、異常のある部分が三次元的に人体のどの場所
にあるのか把握しやすい。
【００７７】
　ステップＳ４０５において、ユーザの各操作を受け付けるため、ユーザが表示装置に接
続されたマウス等の操作部６２によって、表示部６１における投影画像の表示部分にマウ
スポインタが置かれている場合や、その投影画像の表示部分にフォーカスが移った場合に
、ステップＳ４０４で説明した投影画像の更新をやめる。つまり、上記動画表示を一時停
止し、ユーザには投影画像の回転表示が止まったように見える。そのときに表示部６１に
接続されたマウスのホイール操作やキーボードの任意のキー操作等の操作部６２によって
、上記氏や方向べクトのθを変化させ、表示を更新してもよい。つまり、ユーザが上記回
転表示を回転と停止を操作できる。また、上記投影画像の任意の座標を表示装置に接続さ
れた操作部６２によって指定すると、表示装置はステップＳ４０４において表示した第一
の断層画像の断層面画像と第二の断層画像の断層面画像を更新する。具体的には、上記投
影画像は二次元画像であり、上記投影画像を構成する画素群の縦方向であるＹ座標は、上
記断層画像群のＺ座標に相当するため、例えば、前記投影画像の表示部分で濃く表示され
た以上部位を表示装置に接続されたマウス等の操作部６２でクリック（指定）すると、前
記投影画像におけるＹ座標および上記断層画像群のＺ座標が特定され、表示装置はステッ
プＳ４０４において表示した第一の断層画像の断層面画像と第二の断層画像の断層面画像
を、それぞれＺ番目の断層面画像に更新する。つまり、ユーザは投影画像上で濃く表示さ
れたがんなどの異常部分をクリックすることで、断層面画像での異常部分を観察すること
ができ、これまでの断層面画像の切り替え操作の手間が無くなる。さらに、表示装置に接
続された操作部６２であるマウスのボタンが押されたことに反応して、前述した前記断層
面画像群の切り替えを行うので、上記投影画像上で縦方向のマウスドラッグ操作を行うこ
とによって、第一の断層画像の断層面画像と第二の断層画像の断層面画像とを、同時に、
連続して切り替える操作を担うこともできる。
【００７８】
　以上により、第四の実施形態に係る画像診断支援システムは、ユーザである医師に、差
分画像の投影画像の回転表示によって、２つの断層画像群の差異を三次元的に把握しやす
く提示できる。さらに、ユーザが投影画像を操作することによって、差異のある断層面画
像を瞬時に表示できるため、比較して観察する際の疲労軽減が期待できる。
【００７９】
　本発明の第五の実施形態に係る画像診断支援システムは、第一の実施形態と略同様であ
るが、健常者データベース７０に頭部ＭＲ画像だけでなく、他の部位のＭＲ画像やＣＴ画
像、ＰＥＴ／ＳＰＥＣＴ画像といった核医学検査画像の画像特徴量群とその健常者の少な
くとも年齢を含むカルテ情報とが関連付けられたデータが新生児から高齢者層まで網羅的
に集められ保存されている。そのため、第一の実施形態では任意の患者の頭部ＭＲ画像を
もとに推定年齢を算出し提示することができたが、第五の実施形態では頭部ＭＲ画像だけ
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でなく、他の部位のＭＲ画像やＣＴ画像、ＰＥＴ／ＳＰＥＣＴ画像、もしくは、それらの
組み合わせで推定年齢を算出し提示することができる。すなわち、本発明の処理対象は頭
部ＭＲ画像のみに限定されるものではなく、他の種類の画像を処理対象とすることとして
もよい。
【００８０】
　本発明の第六の実施形態に係る画像診断支援システムは、第二の実施形態と略同様であ
るが、症例データベース８０に頭部ＭＲ画像だけでなく、他の部位のＭＲ画像やＣＴ画像
、ＰＥＴ／ＳＰＥＣＴ画像といった核医学検査画像の画像特徴量群とその患者の少なくと
も診断名を含むカルテ情報とが関連付けられたデータが若年者層から高齢者層まで集めら
れ保存されている。そのため、第二の実施形態では任意の患者の頭部ＭＲ画像をもとに類
似症例を検索し提示することができたが、第六の実施形態では頭部ＭＲ画像だけでなく、
他の部位のＭＲ画像やＣＴ画像、ＰＥＴ／ＳＰＥＣＴ画像、もしくは、それらの組み合わ
せで類似症例を検索し提示することができる。すなわち、本発明の類似症例検索は頭部Ｍ
Ｒ画像をもとにした検索に限定されるものではなく、他の種類の画像をもとにした類似症
例検索を行うこととしてもよい。
【００８１】
　本発明の第七の実施形態に係る画像診断支援システムは、第三の実施形態と略同様であ
るが、症例データベース８０に頭部ＭＲ画像だけでなく、頭部ＣＴ画像、頭部ＰＥＴ／Ｓ
ＰＥＣＴ画像といった核医学検査画像の画像特徴量群とその患者の少なくとも診断名を含
むカルテ情報とが関連付けられたデータが若年者層から高齢者層まで集められ保存されて
いる。そのため、第三の実施形態では任意の患者の頭部ＭＲ画像をもとに脳疾患の疑い程
度を提示することができたが、第七の実施形態では頭部ＭＲ画像だけでなく、頭部ＣＴ画
像、頭部ＰＥＴ／ＳＰＥＣＴ画像、もしくは、それらの組み合わせで脳疾患の疑い程度を
提示することができる。
【００８２】
　第八の実施形態について説明する。まず、本発明を実施するための第八の実施形態の説
明に必要な用語について説明する。本発明を実施するための第八の実施形態におけるネッ
トワーク、医用画像撮影装置、画像処理装置、ＰＡＣＳ、表示装置、断層画像、画像特徴
量、画像セグメンテーション処理および画像特徴量算出処理は、本発明を実施するための
第一の実施形態におけるそれぞれの用語と同義である。
【００８３】
　以下、本発明の第八の実施形態に係る画像診断支援システムについて、図を用いて説明
する。
【００８４】
　図１４は、第八の実施形態に係る画像診断支援システムの構成を説明するためのブロッ
ク図の一例である。また、それぞれの機能ブロックは、それぞれの機能を有する一体とし
て構成されてもよい。また、それぞれの機能ブロックは、別々のサーバにより構成され、
それぞれが通信可能に接続されても良い。なお、健常者データベース７０には、後述する
断層面画像表示１０１０、断層画像三次元表示１０２０の「Ｏｕｔｌｉｅｒ」表示と体積
比表示１０４０に必要な情報が格納されているが、それらの表示を利用しない場合には健
常者データベース７０は必須でない。また、症例データベース８０は、後述する脳疾患疑
い程度表示１０３０を利用しない場合には必須でない。
【００８５】
　第八の実施形態に係る画像診断支援システムは、簡単に説明すると、第一、第三、第五
、第七の実施形態で取得・生成された、表示部６１に送信される情報群を可視化した提示
手段の具体例の一つである。
【００８６】
　図１５に示す断層面画像表示１０１０はＰＡＣＳ４０から取得可能な断層画像の、ある
任意の断面を表示する。ユーザは断層面画像表示１０１０に設置されている断層面画像表
示の表示モード切り替えコンボボックス１０１１を操作することによって、表示モードを
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切り替えることが可能である。なお、表示モードには断層面画像に重畳する画像の種類を
選択する。具体的には何も情報を表示しない、つまり、断層面画像のみ表示する「Ｎｏｒ
ｍａｌ」や、画像セグメンテーションの結果、つまり、画像セグメンテーション処理およ
び画像特徴量算出処理の結果である脳の解剖学的な領域毎に１つ以上の色で色分け、また
は、領域群の輪郭を描画した画像を重畳表示する「Ｒｅｇｉｏｎ」や、図１６のように画
像特徴量の異常値を持つ領域、つまり、健常者と比べて任意の領域の体積や信号値といっ
た画像特徴量の差が大きい領域を強調した画像を重畳表示する「Ｏｕｔｌｉｅｒ」などの
情報の種類を選択することができる。また、断層面画像や重畳する画像は透明度を調整可
能とし、双方の情報を同時に観察可能とするのが好ましい。さらに、ユーザが操作手段の
ひとつであるマウスで任意の領域をクリックしたり、マウスポインタをマウスオーバーさ
せたりするによって、その表示上の座標と対応する断層面画像の座標の領域名を表示して
もよい。例えば、画像セグメンテーションおよび画像特徴量算出処理の結果よりクリック
された場所が「ｒｉｇｈｔ　ｃｅｒｅｂｒａｌ　ｃｏｒｔｅｘ」に対応するならば、断層
面画像表示１０１０中に「ｒｉｇｈｔ　ｃｅｒｅｂｒａｌ　ｃｏｒｔｅｘ」の文字列を表
示する。応用して、領域名だけでなく、体積や、別の時点で撮影した同じ患者のＭＲ画像
の画像セグメンテーションの結果を利用して、体積がどれだけ変わったか体積比を表示す
るなど、画像特徴量から算出される値をしてもよい。ユーザは断層面画像表示の表示断面
切り替えコンボボックス１０１２を操作することによって、断層面画像の表示断面を切り
替えることが可能である。代表的には「Ａｘｉａｌ」、「Ｃｏｒｏｎａｌ」、「Ｓａｇｉ
ｔｔａｌ」といった表示断面に切り替え可能である。加えて、本発明によって脳の解剖学
的な領域が判明していることから、ＰＣ－ＡＣラインなど、領域情報を元に事前に条件設
定された断面に切り替えられると好ましい。なお、断層面画像表示１０１０は操作手段で
あるマウスのホイール操作やドラッグ操作とキーボードのキー操作の組み合わせによって
、断層面変更（ページング）、拡大・縮小、表示領域移動、ウィンドウレベル変更などの
操作ができる。以上により、診断に必要な断層画像の観察とともに、解析された各領域の
特徴を確認することができる。
【００８７】
　図１７の断層画像三次元表示１０２０は、断層画像のボリュームレンダリング画像やサ
ーフェスレンダリング画像である。なお、サーフェスレンダリング画像の場合は、画像セ
グメンテーション結果を利用して、脳の解剖学的な領域群の輪郭に相当する部分を表面と
してメッシュを構成するのが好ましい。また、断層画像三次元表示１０２０中に表示され
る三次元画像の投影には操作手段であるマウスのホイール操作やドラッグ操作とキーボー
ドのキー操作の組み合わせによって視線方向を変えて再描画させ、一定間隔で自動的に視
線方向を変えながら脳が回転しているかのように連続して描画するような表示方法にする
と好ましい。さらに、断層画像三次元表示１０２０に表示される画像は、画像セグメンテ
ーション処理および画像特徴量算出処理によって、脳の解剖学的な領域が判明しているの
で、領域毎に異なる色で着色して領域範囲の視認性を高めることが可能である。本実施例
においては断層面画像表示１０１０と同様にして、断層画像三次元表示の表示モード切り
替えコンボボックス１０２１を操作することにより、「Ｒｅｇｉｏｎ」もしくは「Ｏｕｔ
ｌｉｅｒ」を選択し、各領域もしくは異常領域に色付けする。以上により、複数領域の特
徴を三次元的に把握することができる。
【００８８】
　図１８の脳疾患疑い程度表示１０３０は、本発明の第三や第七の実施形態において算出
される、各脳疾患の疑い程度を複数同時に確認するためのパイチャート表示である。なお
、本実施例のパイチャート表示においては、疑いの高い脳疾患名の値が大きく表示される
。つまり、円の辺縁部に多角形の頂点が近づく。例えば、図１８に示す脳疾患疑い程度表
示１０３０の例では、ＣＢＤという脳疾患の疑いが最も高く、ＭＳＡ－Ｃという脳疾患の
疑いが最も低い。
【００８９】
　図１９の体積比表示１０４０は、任意の患者と複数の健常者群における、脳の解剖学的
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な任意の領域に対する、体積比の表示である。具体的には、図１９のように、ユーザが体
積比表示の対象切り替えコンボボックス１０４１を操作して脳の解剖学的な領域名を選択
すると、凡例１０４２が示す印群が、プロットエリア１０４３に表示される。なお、「Ｈ
ｅａｌｔｈｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」が健常者、「Ａｃｔｕａｌ　Ａｇｅ」が任意の患者、「
Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　Ａｇｅ」が本発明の第一や第五の実施形態で算出された任意の患者
の推定年齢である。プロットエリアの横軸方向は年齢であり、縦軸方向はユーザが選択し
た上記領域の健常者群の正規化された平均体積を１００％とした体積比である。つまり、
図１９において体積比は上下中央に近いほど平均的な体積であることが分かる。逆に、上
下中央から離れると選択した上記領域は異常な体積であり、肥大化、もしくは、萎縮が進
んでいることが分かる。なお、プロットエリア１０４３に表示される印群は、「Ｈｅａｌ
ｔｈｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」、「Ａｃｔｕａｌ　Ａｇｅ」、「Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ　Ａｇｅ
」のうち、１つ以上を組み合わせたものである。具体的な表示例を示すと、図１９におい
て、患者の「ｒｉｇｈｔ　ｃｅｒｅｂｒａｌ　ｃｏｒｔｅｘ」の体積は健常者群と比べて
比較的小さく、患者の推定年齢は実年齢よりも高いことが分かる。
【００９０】
　図２０の解析結果表示１０５０は、上記の断層面画像表示１０１０、断層画像三次元表
示１０２０、脳疾患疑い程度表示１０３０、体積比表示１０４０から１つ以上を自由に組
み合わせて表示したものである。近年の表示装置は解像度が十分に高く、複数の情報を一
度に表示することが可能であり、ユーザにとっても、一度で複数の情報を観察可能である
方が操作の手間を省くことが可能であり、時間短縮等の点で有効であることが多い。
【００９１】
　以上により、第八の実施形態に係る画像診断支援システムは、主なユーザである医師に
、断層画像や本発明に係る情報群を効果的に表示したり、一度に１つ以上表示することに
より、効率的に診断を進められるため、異常の見落としを防いだり、作業時間短縮、疲労
軽減などの効果が期待できる。
【００９２】
　第九の実施形態の実施形態について説明する。まず、本発明を実施するための第九の実
施形態の説明に必要な用語について説明する。本発明を実施するための第九の実施形態に
おけるネットワーク、医用画像撮影装置、画像処理装置、ＰＡＣＳ、表示装置、断層画像
、画像セグメンテーション処理、画像特徴量算出処理、カルテ情報は、本発明を実施する
ための第一の実施形態におけるそれぞれの用語と同義である。
【００９３】
　第九の実施形態に係る画像診断支援システムは、図２１に示すように、第七の実施形態
の構成の表示装置に、紙に印刷可能な印刷装置、もしくは、ＰＤＦやＨＴＭＬファイル等
の電子帳票データを生成する電子帳票生成装置である帳票出力装置が接続され、図２２に
示すような解析レポート１０６０が紙に印刷される、もしくは、電子帳票データが表示手
段６１に表示される形でユーザに提供可能な画像診断支援システムである。
【００９４】
　図２２に示す解析レポート１０６０は、患者情報欄１０６１、解析サマリ欄１０６２、
および、第九の実施形態で示した断層面画像表示１０１０、断層画像三次元表示１０２０
、脳疾患疑い程度表示１０３０、体積比表示１０４０を画像化した解析画像群のうち、１
つ以上が組み合わされて構成される。なお、解析レポート１０６０の構成は、ユーザが設
定可能であってもよい。また、上記したもの以外にも組み合わせるものがあってもよい。
例えば、ユーザが任意に入力できるコメント欄などである。
【００９５】
　患者情報欄１０６１に含まれる患者情報は断層画像のヘッダ情報に含まれる患者情報か
ら取得しても良いし、本実施形態の構成に電子カルテ等を接続してカルテ情報から取得し
ても良い。
【００９６】
　解析サマリ欄１０６２に記述される内容は、第一、第三、第五、第七の実施形態で取得
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・生成された情報を文章化したものである。なお、全ての情報を文章化すると膨大な量に
なってしまうので、予め設定された基準において文章化を行い、重要な情報をユーザに提
供する。文章化の例として、画像セグメンテーション処理および画像特徴量算出処理によ
って取得される脳の解剖学的な領域群について、健常者データベースを参照し、領域毎に
正規化された平均体積との比を比べ、例えば１１０％以上や９０％以下など著しく異なる
異常領域があった場合、その領域について情報を文章化する。文章化には「Ｘが著しく肥
大化しています。」、「Ｘが著しく萎縮しています。」といったテンプレート文章を用意
して、文章中の「Ｘ」を領域名に置き換えればよい。なお、異常領域があまりにも多い場
合には、体積比の絶対値が大きいものから順にいくつか自動選択されたり、アルツハイマ
ー病などの診断に重要な領域である海馬といった診断に重要な領域を自動選択してもよい
。また、文章化の例として、第一の実施形態により取得される推定年齢に関しては、実年
齢と例えば１０歳以上差がある場合にその旨、文章化するなどすればよい。文章化には「
推定年齢が実年齢と比べてＹ歳の差があります。」というテンプレート文章を用意して、
文章中の「Ｙ」を実年齢と推定年齢の差に置き換えればよい。また、文章化の例として、
第三の実施形態により取得される各脳疾患の疑い程度より、予め設定された閾値を超えた
疑い程度の疾患名をＺとした場合に、「この患者はＺの疑いがあると解析されました。」
と文章化するなどすればよい。
【００９７】
　以上により、本発明の第九の実施形態に係る画像診断支援システムは、解析レポートを
出力し、複数のユーザ間で情報をやりとりし、記録として情報を蓄積することが可能とな
る。
【００９８】
　図１３に基づき、上述の第一乃至第九に示す画像診断支援装置１０あるいは画像処理装
置５０の、ハードウェア構成について説明する。画像診断支援装置１０あるいは画像処理
装置５０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１３０１と、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３０２と、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ
　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）１３０３と、ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
　Ｃａｒｄ）１３０４と、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）１３０５と、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）１３０６と、これ
らを接続するバス１３０７を有する情報処理装置（コンピュータ）１３００により実現さ
れる。ＳＳＤ１３０３は、上述の実施形態に係る３次元画像や、画像に関わる情報、被検
者の各種情報、医療情報等を記憶する他、上述の図５、７、９及び１１のフローチャート
に示す処理を実現するためのソフトウェアプログラムが記憶される。かかるソフトウェア
プログラムは、ＣＰＵ１３０１によりＲＡＭ１３０２に展開される。展開されることによ
り得られる複数の命令をＣＰＵ１３０１により実行することにより、上述の図５、７、９
及び１１のフローチャートに示す処理が実現される。
【００９９】
　ＮＩＣ１３０４はネットワーク２０に接続するためのインタフェース部であり、ＮＩＣ
１３０４を介してネットワーク上の他の装置と通信する。ＧＰＵ１３０５は、画像処理を
行うためのユニットである。例えば脳を撮影した三次元画像の領域を、複数の解剖学的領
域に対応する複数の画像領域に分割するセグメンテーション処理や、レジストレーション
の処理をＧＰＵ１３０５で行うこととしてもよい。ＵＳＢ１３０６は、例えばマウスやキ
ーボード等の操作部を接続する為のインタフェースである。例えば、タッチパネル式のモ
ニタを表示部及び操作部として用いる場合には、タッチパネル式のモニタと、ＧＰＵ１３
０５、ＵＳＢ１３０６で接続する。表示データはＧＰＵ１３０５を介して情報処理装置１
３００からモニタに送信され、操作入力データはＵＳＢ１３０６を介してモニタから情報
処理装置１３００に送信される。
【０１００】
　画像診断支援装置１０あるいは画像処理装置５０は、ネットワークで接続された複数の
情報処理装置を含む情報処理システムにより同様の機能を実現することもできる。この場
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合の診断支援システム或いは画像処理システムでは、例えば画像処理に関わる画像レジス
トレーション部１２と、その他の機能とを別の情報処理装置で行うようにしてもよい。こ
こでさらに、画像レジストレーション部１２の機能を実行する情報処理装置は、その他の
機能を実行する複数の情報処理装置に対して共通に用いられるものであってもよい。また
、情報処理システムに含まれる複数の情報処理装置は、同一の施設あるいは国に存在する
ことを要しない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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